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諮問庁：金融庁長官 

諮問日：平成３０年４月６日（平成３０年（行個）諮問第６９号） 

答申日：平成３０年９月３日（平成３０年度（行個）答申第９１号） 

事件名：本人に係る事績管理簿の相談内容を回付した情報が記載された文書の

不開示決定（不存在）に関する件 

 

 

答 申 書 

 

第１ 審査会の結論 

別紙に掲げる保有個人情報（以下「本件対象保有個人情報」という。）

につき，これを保有していないとして不開示とした決定は，妥当である。 

第２ 審査請求人の主張の要旨 

１ 審査請求の趣旨 

行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律（以下「法」とい

う。）１２条１項の規定に基づく開示請求に対し，平成２９年２月２８日

付け金総第１４７０号により金融庁長官（以下「処分庁」又は「諮問庁」

という。）が行った不開示決定（以下「原処分」という。）について，保

有している情報を開示するよう申し立てる。 

２ 審査請求の理由 

  審査請求書の記載によると，要旨，次の記載内容を理由として本件審査

請求に及んだものと解される。 

事績管理簿が存在している。監督局は平成２６年３月１３日の相談を伝

達している。事績管理簿を監督局に回付している。回付した情報がある。 

事績管理簿の相談内容を金融担当大臣に回付している。監督局と検査局

に回付している。 

平成２６年３月１７日相談員Ａは伝達を勧めてきた。監督局と検査局に

回付している。 

なお，審査請求人から，平成３０年５月１３日付け（同月１４日収受）

で意見書及び資料が当審査会宛て提出されたが，諮問庁の閲覧に供するこ

とは適当でない旨の意見が付されており，その内容は記載しない。 

第３ 諮問庁の説明の要旨 

審査請求人が，処分庁に対して行った平成２９年１月３０日付け保有個

人情報開示請求（同月３１日受付。以下「本件開示請求」という。）に関

し，処分庁が，法１８条２項に基づき，同年２月２８日付け金総第１４７

０号において不開示決定（原処分）をしたところ，これに対し審査請求が

あったが，以下のとおり，原処分を維持すべきものと思料する。 

１ 原処分について 
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原処分は，本件対象保有個人情報が記録された行政文書（以下「本件回

付文書」という。）を保有していないことから不開示とする旨の決定を行

った。 

２ 原処分の妥当性について 

（１）本件回付文書に係る事務について 

本件回付文書に対応する事績管理簿は，「大臣目安箱」への申出に関

するものである。 

金融庁では，平成２８年１月まで，金融行政一般についての政策提言

を募るため，受付窓口として「大臣目安箱」を設置していた。「大臣目

安箱」で受け付けた申出については，金融サービス利用者相談室（以下

「相談室」という。）において，相談室に対する相談等と同様に，申出

内容の概要等を事績管理簿に記録するとともに，当該申出を金融行政の

参考とするため，事績管理簿の写しを作成し，これを監督局等へ回付し

ていた。 

（２）本件回付文書の存否について 

   本件回付文書は，「事績管理簿の相談内容を監督局と検査局に回付し

た情報」であるところ，上記（１）のとおり，相談室が本件回付文書と

して事績管理簿の写しを作成し，これを監督局等へ回付している。本件

回付文書は，監督局等への回付後はこれを保存しておく必要がないため，

回付後廃棄する取扱いとなっている。 

   したがって，本件回付文書については既に廃棄しており，本件対象保

有個人情報は保有していない。 

なお，事績管理簿の原本にも本件回付文書と同一の情報が記載されて

いるが，審査請求人は，既に開示を受けていた事績管理簿に基づき，本

件対象保有個人情報の開示を求めているため，事績管理簿以外の文書と

して本件回付文書を開示請求対象として特定したものである。 

 ３ 結語 

以上のとおり，原処分は妥当であると認められることから，諮問庁は，

これを維持するのが相当であると思料する。 

第４ 調査審議の経過 

   当審査会は，本件諮問事件について，以下のとおり，調査審議を行った。 

   ① 平成３０年４月６日  諮問の受理 

   ② 同日         諮問庁から理由説明書を収受 

   ③ 同年５月１４日    審査請求人から意見書及び資料を収受 

   ④ 同年７月２６日    審議 

   ⑤ 同年８月３０日    審議 

第５ 審査会の判断の理由 

１ 本件対象保有個人情報について 
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   本件開示請求は，本件対象保有個人情報の開示を求めるものであり，処

分庁は，これを保有していないとして不開示とする原処分を行った。 

これに対し，審査請求人は，本件対象保有個人情報の開示を求め，諮問

庁は原処分を妥当としていることから，以下，本件対象保有個人情報の保

有の有無について検討する。 

 ２ 本件対象保有個人情報の保有の有無について 

（１）本件対象保有個人情報の保有の有無等について，当審査会事務局職員

をして諮問庁に改めて確認させたところ，諮問庁は次のとおり説明する。 

  ア 本件回付文書は，相談室が作成した事績管理簿の写しであり，事績

管理簿の写しを相談室から監督局等に回付するに当たっては，基本的

には当該文書を添付した電子メールを送信することとなっており，送

信後は相談室においてはこれを保存しておく必要がないため，回付後

廃棄することとなっている。  

本件回付文書についても，相談室から監督局及び検査局に電子メー

ルで送信され，送信後，担当者のパソコンの電子メールソフト内に

保存された本件回付文書を添付した電子メールは廃棄された。  

また，相談室から本件回付文書の回付を受けた監督局においては，

回付文書を確認し，金融機関に情報を伝達した後，廃棄することと

なっているほか，検査局においては，内容の確認後に廃棄すること

となっており，いずれも本件開示請求時点においては，既に廃棄さ

れていた。 

なお，本件回付文書の保存期間は，相談室，監督局及び検査局のい

ずれにおいても，行政文書管理規則に基づき１年未満と定められて

いる。 

したがって，本件開示請求時点において，本件対象保有個人情報は

金融庁において保有していない。 

 イ 原処分に当たっては，念のため担当部署の執務室内の書類棚及び書

庫並びに担当者のパソコンの電子メールソフト内の探索を実施した

ところ，本件回付文書は確認されなかった。 

（２）本件対象保有個人情報を保有していないとする諮問庁の上記（１）及

び第３の説明に不自然な点はなく，処分庁が行ったとする探索の方法・

範囲も不十分とはいえない。また，本件対象保有個人情報を保有してい

ないとする諮問庁の説明を否定するに足りる事情は存しない。 

   以上によれば，金融庁において本件対象保有個人情報を保有している

とは認められない。 

３ 審査請求人のその他の主張について 

審査請求人のその他の主張は，当審査会の上記判断を左右するものでは

ない。 
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４ 付言 

本件不開示決定通知書には，不開示とした理由について，「請求に係る

保有個人情報が記載された行政文書は，当庁において保有していないこと

から」と記載されているところ，一般に，保有個人情報の不存在を理由と

する不開示決定に際しては，単に保有個人情報を保有していないという事

実を示すだけでは足りず，保有個人情報が記録された行政文書を作成又は

取得していないのか，あるいは作成又は取得した後に廃棄又は亡失したの

かなど，なぜ当該保有個人情報が存在しないかについても理由として付記

することが求められる。 

したがって，原処分における理由付記は，行政手続法８条の趣旨に照ら

し，適切さを欠くものであり，処分庁においては，今後の対応において，

上記の点に留意すべきである。 

５ 本件不開示決定の妥当性について 

以上のことから，本件対象保有個人情報につき，これを保有していない

として不開示とした決定については，金融庁において本件対象保有個人情

報を保有しているとは認められず，妥当であると判断した。 

（第４部会） 

  委員 山名 学，委員 常岡孝好，委員 中曽根玲子 
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別紙 本件対象保有個人情報 

 

 事績管理簿の相談内容を監督局と検査局に回付した情報の開示。 

事績管理簿の日付は平成２６年３月１３日。平成２６年３月１４日。平成２

６年３月１７日。平成２６年３月１８日。平成２６年４月３日。 

 


